
京都市上下水道局告示第１５号 

下水道法第９条の規定に基づき、公共下水道の供用及び下水の処理を次のとおり開始す

ることを告示します。 

 関係図書は、京都市上下水道局において一般の縦覧に供します。 

令和８年６月２２日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 吉川 雅則 

 

１ 下水を排除すべき区域及び下水を処理すべき区域 

伏見区羽束師鴨川町の一部 

伏見区羽束師菱川町の一部 

伏見区久我西出町の一部 

伏見区淀樋爪町の一部 

西京区御陵内町の一部 

２ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する日 

  令和８年６月２２日 

３ 排水施設の位置 

伏見区羽束師鴨川町の一部 

伏見区羽束師菱川町の一部 

伏見区久我西出町の一部 

伏見区淀樋爪町の一部 

西京区御陵内町の一部 

４ 排水施設の合流式又は分流式の別 

  分流式 

５ 終末処理場の位置及び名称 

京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口１ 

洛西浄化センター 

（上下水道局下水道部管理課） 

 


